
令

和
八

年
六

月
二

十
五

日

文
京
区
特
別
区

税
条
例
の
一

部
を

改
正

す
る

条
例
を
公

布
す
る
。

文
京
区

長

成

澤

廣



 

文
京
区
条
例
第
二
十
五
号 

      
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

第
十
五
条
第
三
項
中
䣓
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
䣔
を
䣓
次
項
及
び
䣔
に
改
め
䣍
䣓
い
う
䣎
䥺
䣔
の
下
に
䣓
䥹
同
号
ロ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䣔
を
加
え
る
䣎 

第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
䣓
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
䣔
を
䣓
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四

号
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
䣓
除
き
䣍
䣔
を
䣓
除
く
䣎
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䥹
䣔
に
改
め
䣍
䣓
䣎
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
五
項
中
䣓
次
条
第
四
項
䣔
を
䣓
次
条
第
五
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 

次
に
掲
げ
る
者
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
公
的
年
金
等
受
給
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
公
的
年
金
等
支
払
者
䥹
所
得
税
法
第
二

百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
䥹
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

䣓
公
的
年
金
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
支
払
者
を
い
う
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を

受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
䣍
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
䣍
当
該
公



 

 

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
䣍
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者 

二 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
䥹
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
の
支
払
を

受
け
る
第
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
䣍
特
定
配
偶
者
䥹
所
得
割
の
納
税
義
務
者
䥹
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
䥹
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺

を
い
う
䣎
次
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䥹
退
職
手
当
等
䥹
第
三
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
䣎

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺
又
は
扶
養
親
族
䥹
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
控
除

対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺
若
し
く
は
特
定
親
族
䥹
退
職
手
当
等
に
係
る
所

得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
䣍
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
を
有
す
る
者 

三 

法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
䥹
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
支
払
を

受
け
る
第
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
䥹
当
該
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金
等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当
該
公
的

年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
の
現
況
に
お
い
て
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
三
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
者
を

除
く
䣎
䥺
で
あ
つ
て
䣍
障
害
者
䣍
寡
婦
若
し
く
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
䥹
年
齢
十

六
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
䣎
䥺
若
し
く
は
特
定
親
族
䥹
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
に
限
る
䣎
䥺
を
有
す
る
者 

第
二
十
四
条
の
三
第
五
項
中
䣓
第
三
項
䣔
を
䣓
第
四
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
䣍
同
条
第
四
項
中
䣓
第
四
十
八
条

の
九
の
七
の
三
䣔
を
䣓
第
四
十
八
条
の
九
の
八
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
䣍
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
䣍
同
条

第
二
項
中
䣓
前
項
䣔
を
䣓
第
一
項
䣔
に
䣍
䣓
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
䣔
を
䣓
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
䣔
に
䣍
䣓
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
䣔
を
䣓
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
䣍
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 



２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
䣎 

一 

公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 
公
的
年
金
等
受
給
者
が
䣍
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
特
別
障
害
者
又
は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当

す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
該
当
す
る
事
実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨 

三 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

四 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

五 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項 

付
則
第
三
条
中
䣓
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
䣔
を
䣓
以
後
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
五
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
五
の
二
の
前
に
見
出
し
と
し
て
䣓
䥹
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
䥺
䣔
を
付
し
䣍
同
条
第
一
項
中
䣓
令

和
二
十
年
度
䣔
を
䣓
令
和
二
十
五
年
度
䣔
に
䣍
䣓
居
住
年
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は
䣔
を
䣓
同
法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
䣔
に
䣍
䣓
令
和
七
年
䣔
を
䣓
令
和
十
二
年
䣔
に
䣍
䣓
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
と
き
は
䣔
を
䣓
に
は
䣔
に
䣍
䣓
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
四
第
五
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
付

則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
を
付
則
第
三
条
の
五
と
す
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
六
中
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
七
第
一
項
中
䣓
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
附

則
第
五
条
の
六
第
二
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
十
中
䣓
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
四
条
第
一
項
中
䣓
令
和
九
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十
二
年
度
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
䣍
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔

を
削
る
䣎 



 

 

 

付
則
第
五
条
の
二
中
䣓
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
䣔
の
下
に
䣓
䥹
法
附
則
第
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

付
則
第
六
条
第
二
項
中
䣓
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
䣔
を
䣓
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
令
和
四
年
四
月
一
日
䣔
を
䣓
令
和
七
年
四
月
一
日
䣔
に
䣍
䣓
当
該
初
回
車
両
番

号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
䣔
を
䣓
令
和
八
年
度
分
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
八
条
第
三
項
第
二
号
䣍
付
則
第
九
条
第
三
項
第
二
号
及
び
付
則
第
十
条
第
三
項
第
二
号
中
䣓
䣍
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項

及
び
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
及
び
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
十
一
条
第
一
項
中
䣓
令
和
八
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十
一
年
度
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
令
和
八
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十
一

年
度
䣔
に
䣍
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
䣔
を
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
六
項
䣔
に
䣍
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
項
䣔

を
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

４ 
 

第
一
項
䥹
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
場
合
に
お
い
て
䣍
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
䣍
租
税
特
別
措
置
法

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ

の
譲
渡
を
し
た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
䥹
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
䥺
第
三
条
第
一

項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
䣍
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
第
三

条
第
一
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
䣍
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
第
九
条
第
一
項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
䥹
平
成
十
五
年

法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
五
十
六
条
第
一
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
䣍
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な

す
䣎 

付
則
第
十
二
条
第
五
項
第
二
号
䣍
付
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
付
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
䣓
䣍
付
則
第
三
条
の
五



第
一
項
及
び
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
及
び
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

付
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
二
号
並
び
に
付
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
二
号
中
䣓
䣍

第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
及
び
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付 
則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
䣎 

 

一 

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
䣍
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
付
則
第
三
条
の
改
正
規
定

及
び
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
䥹
䣓
令
和
二
十
年
度
䣔
を
䣓
令
和
二
十
五
年
度
䣔
に
改
め
る
部
分
及
び
䣓
令

和
七
年
䣔
を
䣓
令
和
十
二
年
䣔
に
改
め
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定 

令
和
九
年
一
月
一
日 

 

二 

第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
付
則
第
三
条
の
六
の
改
正
規
定
䣍
付
則
第
三
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
䣍
付

則
第
五
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
一
条
の
改
正
規
定
䥹
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
䣓
令
和
八
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十

一
年
度
䣔
に
改
め
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
並
び
に
次
条
第
三
項
の
規
定 

令
和
十
年
一
月
一
日 

 

䥹
区
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
䥹
以
下
䣓
新
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
は
䣍
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条

例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
䣍
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て

提
出
し
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
䣍

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 



 

 

２ 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
䣍
区

民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
令
和
八
年
一
月
一
日
以
後
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
令
和
八
年
法
律
第
十
二

号
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
䣓
所
得
税
法
等
改
正
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
䥹
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
䥺
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
䥹
同
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
䣎
䥺
若
し
く
は
既
存
住
宅
䥹
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
例
既
存
住
宅
及
び

同
条
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改

修
住
宅
を
含
む
䣎
䥺
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
䥹
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を

し
た
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
例
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
を
含
み
䣍
当
該
増
改
築
等
又
は
当
該
特
例
増

改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
䥹
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
六
項
に

規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
䣎
䥺
を
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
䣍
区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
同
日
前
に
所
得
税
法

等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
䥹
同
条
第
二
十
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
䣎
䥺

若
し
く
は
既
存
住
宅
䥹
同
条
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
十
五
項

に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
を
含
む
䣎
䥺
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
䥹
当
該
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
又
は

同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
䥹
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ

る
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
䣎
䥺
を
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

３ 

新
条
例
付
則
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
䣍
区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以



後
に
行
う
新
条
例
付
則
第
十
一
条
第
一
項
の
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
䣎 

 
䥹
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
三
条 

新
条
例
付
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
䣍
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
䣎 

２ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 
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